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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月20日(2008.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類患者におけるＴ細胞媒介性及び炎症性疾患から選択される疾患の治療及び／又は
予防のための医薬の調製における、アポトーシス小体及び／又はアポトーシス細胞の使用
であって、前記アポトーシス小体及び／又はアポトーシス細胞が、前記医薬の細胞部分の
１０乃至９０％を占め、前記患者の血液細胞と適合するものである、使用。
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【請求項２】
　前記医薬が懸濁液である、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記アポトーシス小体及び／又はアポトーシス細胞が、前記医薬の細胞部分の３０乃至
７０％を構成する、請求項１又は２に記載の使用。
【請求項４】
　前記アポトーシス小体及び／又はアポトーシス細胞が、前記哺乳類患者の血液細胞に適
合する血液細胞の体外治療から由来するものである、請求項１乃至３のいずれか一項に記
載の使用。
【請求項５】
　前記アポトーシス小体及び／又は細胞が確立された培養細胞系由来のものである、請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の使用。
【請求項６】
　前記血液細胞が白血球である、請求項４記載の使用。
【請求項７】
　前記血液細胞が患者自身の白血球である、請求項６記載の使用。
【請求項８】
　前記血液細胞が患者自身のＴリンパ球である、請求項７記載の使用。
【請求項９】
　前記疾患が、乾癬、慢性関節リウマチ、強皮症、狼瘡、真性糖尿病、臓器拒絶、流産、
多発性硬化症、炎症性腸疾患、アテローム硬化症、及び対宿主性移植片疾患からなる群よ
り選択されるものである、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１０】
　ヒトの患者への投与のための医薬の単位用量の調製における請求項１乃至９のいずれか
一項に記載の使用であって、前記用量は、患者の体重１ｋｇ当たり、１０，０００乃至１
０，０００，０００のアポトーシス小体及び／又はアポトーシス細胞を含むものである、
使用。
【請求項１１】
　前記用量は、患者の体重１ｋｇ当たり、５００，０００乃至５，０００，０００のアポ
トーシス小体及び／又はアポトーシス細胞を含むものである、請求項１０記載の使用。
【請求項１２】
　前記用量は、患者の体重１ｋｇ当たり、１，５００，０００乃至４，０００，０００の
アポトーシス小体及び／又はアポトーシス細胞を含むものである、請求項１０記載の使用
。
【請求項１３】
　前記医薬が、筋肉内注射用である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の使用。
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